
議案第２０号  

 

東大阪市立体育館条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 東大阪市立体育館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和８年２月２７日提出 

 

 

東大阪市長 野 田 義 和  

  



                             東大阪市条例第  号  

 

東大阪市立体育館条例の一部を改正する条例 

 

 東大阪市立体育館条例（昭和４２年東大阪市条例第７５号）の一部を次のように改正す

る。 

 第４条の２中「総合体育館」の次に「の施設」を加える。 

 第６条第１項中「体育館」の次に「の施設」を加え、同条第２項中「総合体育館」の次

に「の施設」を加え、同条第４項中「体育館」の次に「の施設」を加え、「又は器具」を

削り、同条第５項ただし書中「体育館」の次に「の施設」を加える。 

 第１５条第２号及び第３号中「体育館」の次に「の施設」を加える。 

 別表第１備考１中「当該」を「次の表の」に改め、「率（」及び「は、それぞれ」の次

に「同表の」を加え、同備考の表全施設の項中「の者の使用」を「の使用者の使用（使用

者が団体である場合にあっては、規則で定める使用）」に改め、同表総合体育館の大アリ

ーナ、小アリーナ及び武道場並びに東体育館の競技場の項を次のように改める。 

総合体育館の大アリ

ーナ、小アリーナ及

び武道場並びに東体

育館の競技場 

営 利 を 目 的 と

する使用 

入場料又はこれに類するものを

徴収しない場合 

５ 

入場料又はこれに類するものを

徴収する場合 

１０ 

 別表第１備考１の表総合体育館の屋内プールの項中「入場料又はこれに類するものを徴



収して行う」を「営利を目的とする」に改め、同表総合体育館の研修室並びに東体育館の

第１研修室、第２研修室、第３研修室、大会議室、中会議室、小会議室、和室及び控室の

項中「営利目的を有する」を「営利を目的とする」に改める。 

 

   附 則 

１ この条例は、令和８年１２月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１備考１の表の規定は、この条例の施行の日以後の体育館の施設の使

用に係る使用料について適用し、同日前の体育館の施設の使用に係る使用料については、

なお従前の例による。 



東大阪市立体育館条例新旧対照表 

新 旧 

（使用の調整） （使用の調整） 

第４条の２ 市長は、総合体育館の施設の専用使用と個人使用

について必要な調整を行うため、それぞれの許可を行う期

間、許可の申請の時期その他必要な事項について定めること

ができる。 

第４条の２ 市長は、総合体育館の専用使用と個人使用につい

て必要な調整を行うため、それぞれの許可を行う期間、許可

の申請の時期その他必要な事項について定めることができ

る。 

（使用料） （使用料） 

第６条 体育館の施設の専用使用に係る使用料は、別表第１に

定めるところによる。 

第６条 体育館の専用使用に係る使用料は、別表第１に定める

ところによる。 

２ 総合体育館の施設の個人使用に係る使用料は、別表第２に

定めるところによる。 

２ 総合体育館の個人使用に係る使用料は、別表第２に定める

ところによる。 

３ （略） ３ （略） 

４ 体育館の施設の専用使用を行う場合において、その附属設

備を使用する場合は、市長が定める使用料を納付しなければ

ならない。 

４ 体育館の専用使用を行う場合において、その附属設備又は

器具を使用する場合は、市長が定める使用料を納付しなけれ

ばならない。 



５ 前各項に定める使用料は、前納しなければならない。ただ

し、市長は、体育館の施設の専用使用の許可を受けた者が電

子情報処理組織を用いて当該許可を受けたときは、後納させ

ることができる。 

５ 前各項に定める使用料は、前納しなければならない。ただ

し、市長は、体育館の専用使用の許可を受けた者が電子情報

処理組織を用いて当該許可を受けたときは、後納させること

ができる。 

 （指定管理者が行う業務）  （指定管理者が行う業務） 

第１５条 指定管理者が行う体育館の管理の業務は、次のとお

りとする。 

第１５条 指定管理者が行う体育館の管理の業務は、次のとお

りとする。 

 （１） （略）  （１） （略） 

 （２） 体育館の施設の使用の許可、使用の許可の取消し等

並びに設備の命令及び許可に関すること。 

 （２） 体育館の使用の許可、使用の許可の取消し等並びに

設備の命令及び許可に関すること。 

 （３） 体育館の施設の使用料の減額及び免除並びに還付に

関すること。 

 （３） 体育館の使用料の減額及び免除並びに還付に関する

こと。 

 （４） （略）  （４） （略） 

別表第１（第６条第１項関係） 別表第１（第６条第１項関係） 

体育館専用使用料金表 体育館専用使用料金表 

 

（略） 

  

（略） 

 



備考 備考 

１ 体育館の施設の専用使用が、次の表の使用施設欄の区

分に応じ、同表の使用欄に掲げる使用に該当する場合の

使用料は、体育館専用使用料金表に掲げる額に、それぞ

れ次の表の加算率欄に定める率（同表の使用欄に定める

２以上の使用に該当するときは、それぞれ同表の加算率

欄に定められた率を乗じて得た率）を乗じて得た額とす

る。 

１ 体育館の施設の専用使用が、次の表の使用施設欄の区

分に応じ、同表の使用欄に掲げる使用に該当する場合の

使用料は、体育館専用使用料金表に掲げる額に、それぞ

れ当該加算率欄に定める率（使用欄に定める２以上の使

用に該当するときは、それぞれ加算率欄に定められた率

を乗じて得た率）を乗じて得た額とする。 

 

使用施設 使用 加算率 

  

使用施設 使用 加算率 

 

 

全施設 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）の規

定により休日とされる日における使用  

（略） 

  

全施設 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）の規

定により休日とされる日における使用  

（略） 

 

 

市内在住者、市内在学者又は市

内 在 勤 者 以 外 の 使 用 者 の 使 用

（使用者が団体である場合にあ 

１．５ 

  

市内在住者、市内在学者又は市

内在勤者以外の者の使用 

１．５ 

 



  

っては、規則で定める使用）  

   

  

 

 

総 合 体 育 館

の 大 ア リ ー

ナ、小アリー

ナ 及 び 武 道

場 並 び に 東

体 育 館 の 競

技場 

営 利 を

目 的 と

す る 使

用 

入 場 料 又 は こ れ に 類

す る も の を 徴 収 し な

い場合 

５ 

  

総 合 体 育 館

の 大 ア リ ー

ナ、小アリー

ナ 及 び 武 道

場 並 び に 東

体 育 館 の 競

技場 

入 場 料 又 は こ れ に 類 す る も の

を 徴 収 し て 行 う ア マ チ ュ ア ス

ポーツのための使用 

５ 

 

 

入 場 料 又 は こ れ に 類

す る も の を 徴 収 す る

場合 

１０ 

  

ア マ チ

ュ ア ス

ポ ー ツ

の た め

の 使 用

以 外 の

使用 

入 場 料 又

は こ れ に

類 す る も

の を 徴 収

し な い と

き。 

使用が営

利目的を

有しない

とき。 

６ 

 

   

使用が営

利目的を

有すると

き。 

１２ 

 

 

    

  

 入 場 料 又

は こ れ に

類 す る も

の を 徴 収 

使用が営

利目的を

有しない

とき。 

１０ 

 



 

   

  

 するとき。   

 

 

   

  

 
 

使用が営

利目的を

有すると

き。 

２０ 

 

 

総 合 体 育 館

の 屋 内 プ ー

ル 

営利を目的とする使用 ２．５ 

  

総 合 体 育 館

の 屋 内 プ ー

ル 

入 場 料 又 は こ れ に 類 す る も の

を徴収して行う使用 

２．５ 

 

 

総 合 体 育 館

の 研 修 室 並

び に 東 体 育

館 の 第 １ 研

修室、第２研

修室、第３研

修室、大会議

室 、 中 会 議 

営利を目的とする使用 ２ 

  

総 合 体 育 館

の 研 修 室 並

び に 東 体 育

館 の 第 １ 研

修室、第２研

修室、第３研

修室、大会議

室 、 中 会 議 

営利目的を有する使用 ２ 

 



 

室 、 小 会 議

室、和室及び

控室 

  

  

室 、 小 会 議

室、和室及び

控室 

  

 

２～４ （略）  ２～４ （略） 

 


